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 令和２年度 福祉サービス第三者評価結果 

≪基本情報≫ 

 

対象事業所名 キッズフォレ東山田 

経営主体(法人等) 株式会社キッズフォレ 

対象サービス 認可保育園 

設立年月日 平成 27 年 4 月 1 日 

定員（利用人数） 60 名 

事業所住所等 横浜市都筑区東山田町 322 番地 ／ 電話番号 045-548-4044 

職員数 常勤職員 16 名 ・ 非常勤職員 18 名 

評価実施年月日 令和 3 年 1 月 28 日・1 月 29 日 

第三者評価受審回数 1 回 

実施評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

≪実施方法≫ 

評価項目 標準となる評価基準 

自己評価実施 

 

期間：令和 2 年 11 月 1 日～令和 2 年 11 月 31 日 

各個人で自己評価票を実施しまとめる。 

利用者本人調査 

 

利用者本人観察調査 

 

＜理念＞ 

●子どもの幸福が私たちの願いです。子どもの権利を尊重し、家庭や地域社会と力を合わせて、全ての子ど

も達にとって安全で安心の居場所となる保育と教育環境を目指します。 

●日本文化や和の心を大切にします。 

●グローバル社会の中で自立できる人間像を目指し、子ども達の心身や個々の素質が育つ環境を大切にしま

す。 

●キッズフォレのスタッフは、保育業務を通して社会に貢献することを使命とします。 

 

＜基本方針＞ 

１．豊かな人間性・自主性をもつ子どもを育成する。 

２．家庭や地域社会と力を合わせて、心身ともに健康な子どもを育成する。 

３．良質な給食の提供を通して、自然の恵みを大切にする心を食育から学ぶ。 

４．五感を育てる環境づくりを大切にする。 

５．日本文化を学びつつ、世界を視野に入れたグローバルな環境づくりを大切にする。 
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＜キッズフォレ東山田の特徴的な取り組み＞ 

１．「すべては本物から、すべては遊びから」という行動指針に沿って、遊びを通してたくさんの経験を重

ね、本物に触れることから、子どもたちが様々なことを学んでいけるような環境を提供している。 

２．「子どもの主体性」を大切に考え、心を育てる保育、自立心・想像力を育てる保育を実践している。  

３．インスタグラムやドキュメンテーションなどを通して、ご利用者や地域社会へも情報提供している。 

 

 

≪総合評価≫ 

 

【キッズフォレ東山田の概要】 

●キッズフォレ東山田は、株式会社キッズフォレ(以下、法人という)が運営している認可保育所です。同

社の設立は 2002 年で、現時点では、認可保育所 5 箇所と横浜保育室 1 箇所を運営しています。キッズフ

ォレの保育園では、独自の幼保一体型教育プログラムを導入し、五感を育てる保育、非認知能力を高める

保育・教育活動を中心に、子ども達の育成に努めています。 

 

●キッズフォレ東山田は、横浜市営地下鉄グリーンラインの東山田駅から徒歩 2 分程度のところに位置し

ています。現地周辺は市街化調整区域ということもあり、商店は見られず、畑が多い立地です。園のすぐ

南には早渕川が流れ、園に隣接するのは１軒の民家と、企業の社屋１棟のみで、現状、近隣との関係で保

育活動を制限する必要はありません。園舎は 2 階建てで、建物全てを保育園として利用しています。園舎

の前には園庭があり、一部は砂場にもなっています。 

 

 

≪特に評価の高い点≫ 

 

１．【強く生きるための「人間力」の育み】 

●乳幼児期は、人間形成に大きな影響を与える時期です。キッズフォレ東山田では、子どもたちが、たく

ましく自立し、強く生きられるような保育に努めています。「人間力」の具体的なビジョンとして、①知力、

②国際力、③体力、④創造力、の４つを重視しています。「知力」を育むために、調理実習、工作、大工仕

事等、手と頭を使うことで、能力発達を促しています。「国際力」を育むために、0 歳児から外国人の先生

と遊ぶ中で、英語に親しむ機会を作っています。併せて、美しい日本語の読み聞かせもふんだんに行い、

日本文化に触れることも重視しています。「体力」では、身体能力、柔軟性、空間認識能力を養うために、

体を動かす活動を多く取り入れ、「想像力」では、歌ったり、踊ったり、様々な楽器に触れたりと五感を刺

激することで豊かな表現力を身に付けています。 

 

２．【「本物」を重視した保育活動】 

●キッズフォレ東山田では、「生きる力」すなわち「人間力」を育てることを保育方針としていますが、そ

のための方法として、「五感を育てる」、「五感を刺激する」ことを重視しています。そして、五感の育て方

としては、「本物に触れる」ことを基本に置き、例えば魚についての学習や、ひまわりの観察をする際は、

写真や絵ではなく、本物の魚やひまわりを用意します。そして、子どもたちに、実物を見て大きさや色を

確認してもらい、においを嗅ぎ、実際に触って、硬い・柔らかい・ヌルヌルしている・ザラザラしている
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等の細かな感触を確かめるように促しています。他にも、英語の学びは、ネイティブスピーカーの講師に、

また、音楽であればプロの音楽教師に指導してもらう、というように、専門家に指導を依頼しています。

子どもたちは、プロの教師が実演する高いレベルの「本物」の発音、歌、演奏、ダンス等に触れ、さらに、

プロ教師の振る舞いから薫陶も受けています。そして、研究された指導法に裏付けられたメソッドにより、

学びの着実な定着が見込めます。 

 

３．【給食に対するきめ細かい取り組み】 

●園の給食は、専属の管理栄養士が献立を作成し、食材調達及び調理を自園で行う自園調理給食を徹底し

ています。食材は、地産地消の方針のもと、地元の新鮮な野菜を中心に調達しています。肉や魚、調味料

等も含め、食材は、良質で、かつ添加物・着色料・防腐剤等を使用していない物を仕入れるために、調達

先は複数の仕入先を確保しています。子どもたちに多くの種類の食材を味わってもらうために、料理の見

た目も重視し、食欲をそそるような彩り・盛り付けを心がけています。園では、給食の質を確保するため

に、毎月 1 回、園長と給食室メンバーとで構成する「給食室会議」を開いています。栄養士は、この会議

に加えて、系列園の栄養士が集まる「栄養士会議」にも毎月出席し、園での喫食の状況等を報告すると共

に、他園の情報を入手して、献立作成及び食材調達等に生かしています。 

 

 

≪改善を求められる点≫ 

 

1. 【理念、保育方針の文言の統一化】 

●理念、保育方針について、「ご利用案内（重要事項説明）」、パンフレット「キッズフォレグループ 認可

保育所のご案内」、キッズフォレのホームページ、「ここ de サーチ」サイトのキッズフォレ東山田の詳細ペ

ージ、に掲載されている文章を見比べると、理念・保育方針とも、文言・表記等の相違があります。理念、

保育方針は、法人、保育園の使命や目指す方向、考え方を示すものであり、媒体によって内容や形式の違

いが見られると、入園希望者や保護者に戸惑いや混乱を招くことも考えられます。表現が多岐に亘るのは、

法人と園が発信したい「保育への想い」が溢れているためとも推察されますが、一貫した姿勢を貫くため

にも、理念、保育方針は、どの掲載媒体においても、終始、統一化した文章を掲載することが望ましいと

思われます。 

 

２．【園の持つリソースの地域への提供】 

●地域との関わり方について、(A)保育園が地域に入っていく、(B)保育園が地域の方を受け入れる、とい

う軸と、(1)地域のリソース（資源）を受け取る、(2)地域に保育園のリソースを提供する、という軸とを

クロスさせて 2×２マトリックスを作成し、キッズフォレ東山田の現状の関わり方を当てはめてみると、

今後の地域交流の在り方が見えてくると思われます。(A1)地域に入り、地域のリソースを受け取るという

関わりですが、夏祭りに参加する、ハロウィンでお菓子を貰う、農家から野菜をいただく、近隣の会社か

ら球根を譲り受ける等の実績があります。(A2)園に招き入れ、地域のリソースを受け取る、という関わり

については、地域の方に第三者委員を引き受けていただくという実績があります。しかし、地域の方を招

いて、得意とする分野を披露していただく等の取り組みは、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、現

在、行われていません。(B1)地域に入り、園のリソースを提供する、という関わりでは、かつては、老人

施設を訪問し、園児が歌や遊戯を披露する催しがありましたが、コロナ禍により自粛している状態です。
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(B2)地域の方を受け入れ、園のリソースを提供するという関わりについては、現状では、育児相談制度(す

くすく相談)を設けていますが、利用者は少ない状況です。こうしてみると、園のリソースを地域に提供す

る形の関わりが少ない様子が伺え、今後は、この部分について取り組みを強化することが望まれます。園

は、砂場付きの園庭を保有しているため、園庭開放、離乳食等に関するプチセミナーを組み合わせた催し

を開催すると共に、その参加者から困りごと・要望等を聞くことで、次に提供するリソースに反映させる

といった取り組みも検討に値すると思われます。地域貢献・社会貢献の観点からも、園の持つリソースの

提供の在り方について、さらに工夫されることを期待いたします。 
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福祉サービス第三者評価結果 

＜標準となる評価基準＞ 

 

第三者評価受審施設 キッズフォレ東山田 

評価年度 令和 2 年度 

評価機関 株式会社 R-CORPORATION 

 

＜共通評価項目（45 項目）＞ 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

【１】～【９】 

Ⅱ 組織の運営管理 

【10】～【27】 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

【28】～【45】 

「理念・基本方針」「経営状況の把握」

「事業計画の策定」「福祉サービスの

質の向上への組織的・計画的な取組」 

「管理者の責任とリーダーシッ

プ」「福祉人材の確保」「育成・運

営の透明性の確保」「地域との交

流、地域貢献」 

「利用者本位の福祉サービス」

「福祉サービスの質の確保」 

 

 

※「標準となる評価基準」で示す判断基準「A・B・C」はランクやレベル付けではありません。

判断基準はより望ましい水準に向けた「到達状況」を示すものであり、評価「B」が標準的とし、

特に良い内容、秀でた内容は「A」で示しています。「C」については「伸びしろ」とし、更なる努

力を期待するものとします。 

 

共通評価Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 

 

１ 理念・基本方針 

（１）理念、基本方針が確立・周知されている 

【1】 Ⅰ-1-（1）-①  理念、基本方針が明文化され周知されている 

評価結果 B 

評価の理由 

●園の理念には、「子どもの幸福」及び「（子どもの）国際社会の中で（の）自立」が、保育者としての願いである

と明記しています。この理念・保育方針は、法人のホームページ、園のパンフレットに掲載している他、玄関や事

務室内にも掲示しています。職員については、毎日の昼礼の開始時に全員で理念・保育方針を唱和して、浸透に努

めています。保護者に対しては、「ご利用案内（重要事項説明）」の冒頭に載せている他、入園説明会、保護者会(４

月)、クラス別懇談会(11 月)でも説明しています。今後は、重要事項説明書、パンフレット、園ホームページ等の

A-Ⅰ 保育内容 ①～⑯ A-Ⅱ 子育て支援 ⑰～⑲ A-Ⅲ 保育の質の向上 ⑳ 

「全体的な計画の作成」「環境を通し

て保育、養護と教育の一体的展開」「健

康管理」「食事」 

「家庭との緊密な連携」「保護者

等の支援」 

「保育実践の振り返り（保育士等

の自己評価）」 
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各種サイトにおいて、理念・保育方針の表現の統一化を図ると良いと考えます。 

 

２ 経営状況の把握 

（１）経営環境の変化等に適切に対応している 

【2】 Ⅰ-2-（1）-①  事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●法人は、日本こども育成協議会に加盟し、園は横浜市私立保育園園長会、都筑区園長会にそれぞれ加盟していま

す。園長は、こうした会の総会・研修会に参加して、社会福祉事業全体の動向、保育に関わる法令の制定・改廃等

の情報、地域の保育ニーズ・課題等を入手しています。また、法人職員と園長とで構成する施設長会議を毎月 2 回

開催しており、法人の経営状況や地域の保育ニーズ、子どもの状況等について情報を得ると共に、各園の状況を相

互に報告することで情報の共有を徹底しています。 

 

【3】 Ⅰ-2-（1）-②  経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている 

評価結果 A 

評価の理由 

●法人は、法人役員と運営保育園園長の代表 3 人とで構成する運営統括会議を毎週開催し、法人を取り巻く経営

環境や経営課題について検討を行う他、経営の方向性も決定しています。決定した事項については、施設長会議で

報告し、園長は施設長会議で伝えられた事項と、園として取り組む内容を、職員会議（毎月 1 回開催）で報告して

います。なお、職員会議には本部スタッフも出席するため、法人からも直接、経営課題等が職員に伝えられていま

す。 

 

3 事業計画の策定 

（１）中・長期的なビジョンと計画が明確にされている 

【4】 Ⅰ-3-（1）-①  中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●法人は、「キッズフォレ東山田 中・長期計画書 2020 年度～2022 年度」と称する中期事業計画書を策定してい

ます。計画書は、「Part1 キッズフォレグループの事業計画」と「Part2 キッズフォレ東山田の中・長期計画」と

いう 2 部構成になっており、Part2 中・長期計画では、①安定運営の確立、②人事労務・給与制度、③経営状況の

把握、という 3 つの項目を挙げています。 さらに、項目ごとに、1 年目、2 年目、3 年目と各年度ごとに具体的目

標を数値にて示しています。この計画書は、年度末に 1 年間の目標達成状況を分析し、必要があれば見直しも行

っています。 
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【5】 Ⅰ-3-（1）-②  中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、「キッズフォレ東山田の中・長期計画」に基づいて、「キッズフォレ東山田 2020 年度事業計画書」を策

定しています。同計画書では、理念、目的、基本方針を明確にした上で、①保健衛生、②防災管理・安全管理、③

給食、④障害児保育等、項目ごとに計画内容を示しています。園では、この項目ごとに担当職員を割り振り、全職

員で計画内容を実行していく仕組みにしています。年度末には振り返りを行い、次年度の計画立案に生かしてい

ます。 

 

（2）事業計画が適切に策定されている 

【6】 Ⅰ-3-（2）-①  事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、 

職員が理解している 

評価結果 A 

評価の理由 

●単年度事業計画については、計画項目ごとに担当職員を割り振り、職員全体が計画実行に携わる仕組みを構築

しています。職員は、担当グループごとに話し合いを重ねながら実行に移し、年度末には振り返りを行っていま

す。園長・主任は、その振り返りを集約し、園としての振り返りとしてまとめると共に、次年度事業計画を起案し

て施設長会議で報告しています。さらに法人職員と共に検討し、次年度事業計画を決定し、決定した事業計画は、

回覧して職員にも周知しています。 

 

【7】 Ⅰ-3-（2）-②  事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している 

評価結果 A 

評価の理由 

●「キッズフォレ東山田 中・長期計画書 2020 年度～2022 年度」は、ファイリングして、玄関ロビーに設置し、

保護者がいつでも見られるように心がけています。同時に、同計画書の内容の多くを、「ご利用案内（重要事項説

明）」に掲載すると共に、保護者会でも説明しています。また、園では、保護者代表 2 名と園職員とで構成する運

営委員会を設置していますが、同委員会では、事業計画書の内容について説明し、保護者の意見を聞くことを議題

の一つとしています。運営委員会の議事録についてもファイルに綴じて玄関ロビーに設置し、いつでも確認でき

るようにしています。 
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4 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

（１）質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている 

【8】 Ⅰ-4-（1）-①  保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している 

評価結果 A 

評価の理由 

●保護者が参加する行事（スポーツ大会、親子遠足等）を行った後には、保護者アンケートを実施し、職員も行事

後には必ず振り返りを行っています。このアンケート結果や振り返り結果に加え、年度末に行う職員ごとの自己

評価結果を集約したものを基に、園としての自己評価を実施しています。自己評価結果は、「2020 年度 保育所の

自己評価について」という見出しで、17 項目について評価内容を記載する形でまとめ、玄関に掲示して、保護者

に周知しています。第三者評価については、園を設立した 2015 年度に第 1 回目を受審しています。 

 

【9】 Ⅰ-4-（1）-②  評価結果に基づき保育所として取り組むべき課題を明確にし、計画的な

改善策を実施している 

評価結果 A 

評価の理由 

●職員ごとの自己評価結果を集約したもの及びそれを基にして作成した園としての自己評価の内容、また、行事

後に行った保護者アンケートの集約結果については、昼礼や職員会議の場で報告すると共に、課題の抽出につい

ても議論しています。浮上した課題については、内容に応じてリーダー会議、クラス替えミーティング等、各種会

議で改善策を検討し、最終的には園長・主任会議で決定しています。 

 

共通評価Ⅱ 組織の運営管理 

 

１ 管理者の責任とリーダーシップ 

（１）管理者の責任が明確にされている 

【10】 Ⅱ-1-（1）-①  施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●運営規程の中で、「職員の職種、員数及び職務内容」と題する一条を設け、そこで園長の職責について定めてい

ます。保護者に対しては、入園説明会、保護者会の場で説明すると共に、園だよりの 4 月号にも掲載しています。

有事における指揮権については、「事故対応及び防止マニュアル」において、災害等の発生時、園外保育の活動中、

保護者参加行事等、ケースごとに指揮権の順位を明確に定めています。 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

【11】 Ⅱ-1-（1）-②  遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園長は、法人が主催する運営統括会議（法人役員と園長 3 名で構成）、施設長会議（法人職員と各園園長とで構

成）において、社会福祉、保育、労働その他園に関わる法令の制定・改廃の情報を入手しています。また、横浜市

私立保育園園長会や都筑区園長会の場でも法令に関わる情報を得、こうして入手した情報を基に、園の規定・マニ

ュアル等で見直す点が無いか、園長と主任で分析しています。入手した情報や園としての対応策については、その

都度、昼礼や職員会議で職員に周知しています。また、守秘義務、個人情報取り扱い上の観点から、書類の園外へ

の持ち出し・記入(入力)作業を禁じ、昼礼・職員会議の場にて通達しています。 

 

（2）管理者のリーダーシップが発揮されている 

【12】 Ⅱ-1-（2）-①  保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●園長は、保育の質の向上のために、日々、クラスを巡回し、職員の保育の状況を確認し、改善点はすぐに個別指

導をしています。同時に、月案・週案を時間を丹念にチェックし、記入されている職員の振り返りについても、

個々にフィードバックしています。園内研修については、テーマごとに主任、看護師、栄養士等を講師にして、毎

月 1 回開催し、知識や技術の向上に努めています。外部研修についても、常勤職員・非常勤職員を問わず参加を奨

励すると共に、参加者には研修報告や伝達講習を義務付け、全職員で共有できるようにしています。 

 

【13】 Ⅰ-1-（2）-①  経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を発揮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●職員にとって働きやすい環境を整えるために、ゆとりを持った人員数を配置しているため、年次有給休暇は取

得し易く、また、残業も全体的には少ない状況です。法人も本部に労務担当者を置くと共に、理事長と職員との懇

談会を毎月開催し、園の職員会議には本部職員も出席する、といった取り組みを行っています。財務面について

も、光熱費、事務経費等の経費管理は運営法人が一括して行い、法人役員と運営保育園園長の代表 3 人とで構成

する運営統括会議、法人職員と各園園長とで構成する施設長会議で状況を報告・検討して、共に改善に取り組んで

います。 
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2 福祉人材の確保・育成 

（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている 

【14】 Ⅱ-2-（1）-①  必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取組が

実施されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●法人では、保育人材を確保するために、自社ホームページ、ハローワーク、求人サイト等で職員募集を行ってい

る他、人材紹介会社を通じた採用も行っています。さらに、職員に対しても知人等の紹介を働きかける他、職員の

出身学校を含む大学、短大、専門学校を訪問し、園の PR と応募の促進に取り組んでいます。人材確保に向けて、

学生アルバイトからの登用や、就活学生向けのキッズフォレ紹介動画も公開し、SNS を活用した積極的な広報活

動を展開することで認知度向上を図り、求職者増加につなげています。また、保育士資格取得を希望する職員に対

しては費用補助を行う等、人材育成にも尽力しています。 

 

【15】 Ⅱ-２-（１）-②  総合的な人事管理が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、「キッズフォレ スタッフの心得」において、①どんな時も笑顔で過ごす、②学ぶ心、創造の心を持つ、

③ありがとう、ごめんなさいと率直に言う、④奉仕の心を持つ、というキッズフォレの職員としてありたい姿、あ

るべき姿を提示しています。園長は、毎年度 2 回、職員と面談を行って、意向を聞くと共に、年度末には職務成果

の評価を行い、翌年度の人事配置に生かしています。来年度は、職員がキャリアプランをより明確に描けるような

取り組みについて強化することを考えています。 

 

（2）職員の就業状況に配慮がなされている 

【16】 Ⅱ-2-（2）-①  職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場作りに取組んでいる 

評価結果 A 

評価の理由 

●園長は、毎年度 2 回の面談の中で、職員の意向を聞くと共に、悩み相談にも応じています。そうした中で出され

た要望を基に、昨年度は休憩場所にエアコンとコーヒーサーバーを設置する等の環境改善を行いました。また、年

１回健康診断を実施し、インフルエンザ予防接種の補助金を出す等、職員の健康面に関しても配慮しています。法

人では職員の福利厚生として、住宅の借り上げ、資格取得支援、バス旅行、慰労パーティー、クラブ活動支援等を

通して、働きやすい職場作りに取り組んでいます。 
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（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている 

【17】 Ⅱ-2-（3）-①  職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、「キッズフォレ スタッフの心得」と題する文章を策定し、そこにおいて、キッズフォレの職員として

ありたい姿、あるべき姿を具体的に提示しています。職員面談の際は、「職員面談シート」を予め配り、①年度課

題・年度目標、②振り返り、③今後頑張りたいこと・目標、を前期分・後期分に分けて記入するよう促しています。

面談ではこのシートを基に、半期分の達成状況を確認すると共に、次の半期にはより目標・水準を上げられるよ

う、園長が助言を行っています。 

 

【18】 Ⅱ-2-（3）-②  職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修が実

施されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●年間研修計画を策定し、内部研修と外部研修等を組み合わせ、非常勤職員も含めた全職員が研修に参加できる

ように取り組んでいます。外部研修については、参加者に対し、研修報告書の提出もしくは伝達研修の開催のいず

れかを求め、研修内容を全職員で共有できるようにしています。また、法人は、栄養士については栄養士会議（月

1 回）、看護師については保健衛生会議（月 1 回）を開催しており、各園の担当職員が集まることで、専門職の研

修の場にもなるよう工夫しています。2019 年度は海外研修(ニューヨーク)を企画・実施し、職員のモチベーショ

ンアップを図りました。 

 

【19】 Ⅱ-2-（3）-②  職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、内部研修と外部研修等を組み合わせて年間研修計画を策定しています。外部研修の案内があった際は、

職員に希望を募る他、適任者には園長からも受講を勧めています。外部研修には、常勤・非常勤に関わらず、全て

の職員が年に 1～2 回は参加できるように勤務シフト上の配慮をしています。また、法人では毎年 1 回、各園の全

職員を対象とした研修を開催しており、外部講師による講演に加えてグループワークも実施し、キッズフォレ職

員全体の能力向上を図っています。さらに、コロナ禍による緊急事態宣言発出中の登園児減少時には、他業種で用

いられている人材育成用オンライン教材を導入し、職員に提供する等、職員の視野を広げるための試みも実践し

ました。 
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（4）実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている 

【20】 Ⅱ-2-（4）-①  実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備し、積

極的な取組をしている 

評価結果 A 

評価の理由 

●「実習生受け入れマニュアル」を策定し、その中で、①受け入れの意義・目的、②園の概要、③実習の内容、

④実習担当者のフォロー、⑤受け入れの流れ等について規定しています。実習担当者は主任を充てていますが、

園長自ら事前に実習生指導のあり方について研修を行っています。園の PR のために、大学、短大、専門学校を

訪問した際には、保育実習の受け入れを積極的に行っていること、学校側の求める内容での実習を提供できる用

意があることをアピールしています。保護者に対しては、玄関掲示や配付文書にて実習生受け入れの情報を公開

し、保護者の理解と協力を仰いでいます。 

 

3 運営の透明性の確保 

（１）運営の透明性を確保するための取組が行われている 

【21】 Ⅱ-3-（1）-①  運営の透明性を確保するための情報公開が行われている 

評価結果 B 

評価の理由 

●運営の透明性を確保するために、園情報の公開に努め、第三者評価結果や毎年度末に行う園としての自己評価

の結果については、玄関に掲示しています。また、保護者代表 2 名と職員とで構成する運営委員会においても園

の収支状況を報告し、この議事録も玄関ロビーに設置して、保護者が自由に閲覧できるようにしています。地域に

対しては、都筑区役所にパンフレット置かせてもらっている他、地域イベントでもパンフレットを配布していま

す。法人ホームページ上での事業計画、事業報告等に関する情報開示については仕組み作りを整えていく意向も

あり、今後に期待されます。 

 

【22】 Ⅱ-3-（1）-②  公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●運営規程の中で、「職員の職種、員数及び職務内容」と題する一条を設け、事務職員を配置することを規定して

います。同規程に基づき、経理を含む事務作業は事務員が行っています。法人は、系列園全体の経理状況を掌握し

ており、各園に対しては、年 1回の内部監査を実施しています。また、法人として、社会保険労務士、税理士、弁

護士と顧問契約を結んでおり、労務、財務、運営について助言や指摘を受けています。 
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4 運営の透明性の確保 

（１）地域との関係が適切に確保されている 

【23】 Ⅱ-4-（1）-①  子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、①「仲町台夏祭り」に参加する、②ハロウィン時に付近を練り歩いてお菓子を貰う、③近隣の農園で

農作物に触れたり、作物をいただく、④近隣の会社からチューリップ球根を譲り受け、栽培方法も教えてもらう

等の形で地域との交流を図っています。また、サマーキャンプ（5 歳児が参加）は、系列他園の園児と合同で行

っており、事前準備として、他園・自園の園庭で一緒に遊ぶ等、他地域の子どもとも交流できるよう配慮してい

ます。都筑区の保育支援ネットワーク担当者と連携し、毎年「ふれあい広場」等、子育て世代との交流の場に積

極的に参加し、さらに「すくすく相談」として地域の育児相談を随時、受け付けています。 

 

【24】 Ⅱ-4-（1）-②  ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし、体制を確立して

いる 

評価結果 B 

評価の理由 

●小学生や高校生を職場見学やインターンシップとして受け入れた実績があり、現時点で受け入れ体制はあるも

のの、学校等への案内や PR は行っていません。今後は、「ボランティア受け入れマニュアル」を整備すると共

に、指導担当予定者に対する研修を行い、小学生、中学生、高校生、大学生、一般社会人等、種別ごとに適切な

活動ができるよう準備を進めていく予定です。 

 

（2）関係機関との連携が確保されている 

【25】 Ⅱ-4-（2）-①  保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に

行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、都筑区こども家庭支援課、横浜市救急医療センター、近隣小学校、消防署、委託警備会社、医療機関、

ケースワーカー等の連絡先を記した一覧表を作成し、事務室内に掲示して、職員がすぐに連絡を取れるようにし

ています。また、横浜市北部地域療育センターとは定期的な連絡、巡回訪問を通じて、配慮を必要とする園児に対

して個別の支援が受けられるよう連携に取り組んでいます。 

 

（3）地域の福祉向上のための取組を行っている 

【26】 Ⅱ-4-（3）-①  地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、横浜市私立保育園園長会、都筑区園長会、横浜市社会福祉協議会に加盟し、総会や研修会に参加してい

ます。また、横浜市医師会主催の、保育園を対象とする意見交換会にも出席しています。 そうした会合において、

地域の福祉ニーズや生活課題の把握に努めています。 
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【27】 Ⅱ-4-（3）-②  地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●2020 年度の全体的な計画の中で、保育理念（事業運営方針）の一つに、「地域社会の中で愛される保育園を目

指すこと」を掲げています。また、園では、「キッズフォレ東山田 中長期計画書 2020 年度～2022 年度」を策

定していますが、その中で、「地域ニーズの把握」を取り組み内容の一つとしています。これを具体的するために、

横浜市私立保育園園長会、都筑区園長会や横浜市社会福祉協議会の研修会に継続的に参加して、地域ニーズの把

握に努めています。そして、把握したニーズに基づいて、一時保育の受け入れや育児相談等、地域の子育て中の親

子に対する支援を行っています。 

 

共通評価Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 

 

１ 利用者本位の福祉サービス 

（１）利用者を尊重する姿勢が明示されている 

【28】 Ⅲ-1-（1）-① 子どもを尊重した保育について共通の理解を持つための取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●キッズフォレの理念は、冒頭で「子どもの権利を尊重し…」という文言を掲げ、子どもを尊重する姿勢を明確

にしています。理念は、毎日の昼礼において全員で唱和することにより、職員への浸透を図っています。理念に

基づいて策定している、園の単年度事業計画（「キッズフォレ東山田 2020 年度事業計画書」）においても、冒

頭で理念を掲げています。そして、毎年度 2 回行う職員の自己評価では、「全ての子どもについて人権を尊重し

ていますか」、「固定的な性別役割分業意識を植え付けることのないように配慮していますか」等、子どもの尊

重、人権配慮に関わる項目を複数設けて、達成状況を確認しています。日常の保育においても、職員はありのま

まの子どもの姿を受け入れ、否定する言葉・行動を制限するような言葉は使用せず、肯定的な言葉に置き換える

ように努めています。 

 

【29】 Ⅲ-1-（1）-②  子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、「保育の流れと留意点」、「子どもの人権と虐待」、「プール活動（水遊び）」等、保育内容・活動ごとに個

別マニュアルを多数作成していますが、その中でプライバシーに配慮した形での保育の在り方を明確に定めてい

ます。例えば、園庭で行うプール遊びでは、簾でプールを囲む、上半身はＴシャツを着用する等、配慮をし、おむ

つ交換は極力、トイレ内で行うことや、室内で行う場合はパーテーションを用いること等を定めています。また、

子どもの顔が写った写真・動画の取り扱いについては、入園時に保護者と同意書を取り交わし、個人情報保護の面

からも子どものプライバシー尊重を重視した保育に取り組んでいます。 
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（2）福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている 

【30】 Ⅲ-1-（2）-①  利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供している 

評価結果 B 

評価の理由 

●園の情報は、法人ホームページ、園ブログ、「ここ de サーチ」、「よこはま働くママ応援し隊」のサイト等で公開

し、パンフレットは都筑区役所にも置かせてもらっています。園見学は、週に 2 回、平日の午前中に設定していま

すが、それ以外でも希望日時を確認して対応しています。見学者には資料を配付し、園内見学、説明、質疑応答の

時間を約１時間設け、園長が丁寧に応対しています。なお、園ブログについては、定期的な更新が望まれます。 

 

【31】 Ⅲ-1-（2）-②  保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している 

評価結果 A 

評価の理由 

●入園説明会については、事前に資料を家庭に送付して、保護者が予め内容を確認できるようにしています。説明

会は、まず全体会を行い、その後に個別面談を実施しています。個別面談において、障害、アレルギー等、配慮が

必要な点がある場合は、改めて個別面談の日時を設けています。全体会では、入園にあたって用意する持ち物等の

実物を展示したり、重要な部分は繰り返し説明する等、保護者が理解しやすい工夫を心がけています。 

 

【32】 Ⅲ-1-（2）-③  保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている 

評価結果 B 

評価の理由 

●アレルギーや障害等、特別な配慮が必要な子どもが転園し、転園先の保育園から求められた際は、配慮する内容

等について知らせています。また、卒園式においては、保護者及び園児に対して、卒園後もいつでも相談に来てほ

しい旨を伝え、卒園後の相談は、元クラス担任、主任、園長等を窓口としています。キッズフォレ東山田の保護者

は、卒園後も連絡網による交流が活発で、行事日程の連絡等も行われており、それにより卒園児が行事に参加して

くれることもあります。今後は、卒園後の対応について明確に文書化されることを期待いたします。また、入園の

しおり等に一文加筆する等、工夫を一考されると良いと思われます。 

 

（3）利用者満足の向上に努めている 

【33】 Ⅲ-1-（3）-①  利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●親子遠足（2 歳～5 歳）、スポーツ大会（2 歳～5 歳）、ふれあい会（0 歳～1 歳）、クリスマス会の各行事後に、

保護者アンケートを実施しています。そこで出された意見や要望については集約し、次年度の全体計画及び年間

指導計画を策定する際に、また、次年度当該行事を企画する際に参照し、計画に反映させています。また、保護者

会及びクラス別懇談会（4 月）、懇談会（11 月）、運営委員会でも、保護者の意向を把握し、改善に努めています。

日々の送り迎えの際に直接、伝えられた意見、要望については、すぐに園長・主任で対応を協議しています。 
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（4）利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 

【34】 Ⅲ-1-（4）-①  苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している 

評価結果 A 

評価の理由 

●運営規程の中に、「苦情対応」と題する一条を設け、そこで、①責任者、受付担当者、第三者委員を設置するこ

と、②苦情があった場合は、事実関係の調査、話し合いによる解決、改善取り組みを速やかに行うこと、③対応、

改善策を記録すること、を定めています。そして、運営規程に基づき、より詳細を定めた「苦情対応マニュアル」

も策定しています。苦情があった場合は、園長・主任会議やリーダー会議等で対応を検討し、対応結果や改善案等

については、職員会議、昼礼で職員に周知しています。保護者に対しては、園全体に関わる事項に関しては、手紙、

園だより、玄関掲示等により伝達しています。 

 

【35】 Ⅲ-1-（4）-②  保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知し

ている 

評価結果 A 

評価の理由 

●苦情・相談等については、意見箱、電話、文書、面談、連絡ノート、送迎時の口頭伝達等、複数の方法で受ける

こと、また対応者についても、法人理事長、園長、第三者委員等、複数の担当者がいることを「ご利用案内（重要

事項説明）」等で周知しています。苦情・相談を面談により受ける場合には、事務室等、他の保護者の目に留まり

にくい部屋を案内する等、配慮した上で行っています。 

 

【36】 Ⅲ-1-（4）-③  保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育士は、保護者のお迎え時には、子どもの 1 日の様子を伝えると共に、「何か気になることや園に対する要

望等があれば気軽に話してほしい」と言葉をかけ、実際に相談・苦情等があった場合は、すぐに園長に報告して

います。園長は、まず園長・主任会議で検討し、必要があればリーダー会議等、関係する職員も交えて対応を協

議しています。決定した対応策については、速やかに保護者に伝えると共に、保護者全体に関わるような事案に

ついては、手紙、園だより、玄関掲示等により全保護者に周知しています。 

 

（5）安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている 

【37】 Ⅲ-1-（5）-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント体制 

が構築されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、危機管理、不審者対応、事故対応及び防止等、様々な事故を想定し、その対応や防止について定めた

個別マニュアルを複数作成しています。マニュアル内では、園長不在時等の指揮権順位についてもケースごとに

定めています。また、安全点検チェック表、ヒヤリハット報告書により、日々、園内の事例を収集し、さらに都

筑区役所からの事例紹介、系列園の施設長会議で報告される、他園での事例も収集しています。収集した事例集
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は、職員研修の場で職員に周知しています。 

 

【38】 Ⅲ-1-（5）-②  感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整備

し、取組を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●「感染症対応マニュアル」を策定し、感染症の予防策、発生した場合の対応手順等について定めています。同マ

ニュアルに基づき、看護師が中心となって、消毒を始めとする具体的対策に取り組んでいます。新型コロナウイル

ス感染症対策のため、昨年度からは、トイレと手洗い場にはペーパータオルを導入しました。園内で感染症が発生

した場合は、玄関掲示やメール配信により、逸早く保護者に発症者数や感染状況を報告しています。 

 

【39】 Ⅲ-1-（5）-③ 災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、「危機管理マニュアル」、「地震対応マニュアル」、「火災時対応マニュアル」、「風水害対応マニ

ュアル」を策定しており、それらの中で、災害ごとに発生時の対応、体制等について定めています。防災訓練を

毎月行っている他、園児の引き取り訓練も年 1 回実施し、消防署の訪問時には、助言を受ける等、様々な対策を

講じています。災害発生時の連絡方法は、ICT システム「コドモン」の利用を想定し、保護者への安否確認の体

制を構築しています。備蓄品については、食料品に加えて、携帯トイレ、アレルギー児用の用品等、幅広く保管

し、リストも作成する等、管理が徹底されています。 

 

２ 福祉サービスの質の確保 

（１）提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している 

【40】 Ⅲ-２-（1）-①  保育について標準的な実施方法が文書化され福祉サービスが提供され

ている。 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、保育活動の内容ごとに多数のマニュアルを策定していますが、これらを全て綴ったものを「保育マニュ

アル」として、職員がいつでも閲覧できるように整備し、職員勉強会では読み合わせを行う等、その周知に努めて

います。また、この「保育マニュアル」から基本事項を抜粋した新人研修用マニュアルを作成し、これを既存職員

にも基本事項の再確認のツールとして用いています。園長及び主任は、職員がマニュアルに則った保育を行って

いるか日々確認すると共に、園内研修の場でも職員全体に指導をしています。 

 

 

 

 

 

 



18 

 

【41】 Ⅲ-２-（1）-②  標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している 

評価結果 A 

評価の理由 

●法人では、運営する保育園の園長と法人職員とで構成する施設長会議の中に「マニュアル委員会」を設置し、マ

ニュアルの定期的な見直しを図っています。この見直しにあたっては、職員や保護者の意見を取り入れる形で指

導計画の内容が必要に応じて反映されるよう努めています。各園から上がってきた意見、提案等は、マニュアル委

員会で検討し、成案を施設長会議に下ろし、討議を経て決定しています。園長は、改訂された内容をリーダー会議

で報告し、職員が改訂内容について話し合い、共通理解を持てるようにしています。 

 

（2）適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている 

【42】 Ⅲ-２-（2）-①  アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している 

評価結果 A 

評価の理由 

●入園時に「児童票」(家族の氏名、連絡先等）、「児童健康台帳」（既往症、常用薬、受診している医療機関、予

防接種歴、アレルギーの有無、体質、特性、出生時の様子等）、「食物アレルギー対応表」（主治医名、家庭での

除去方法、アナフィラキシーの有無）等、書類の提出を保護者へ依頼し、その書面から子どもの状況を把握して

います。提出書類及び入園説明会での個別面談によって、配慮を要する事項を把握した際は、関係行政機関の助

言も踏まえ、担任、看護師、栄養士も交えた会議を開き、最適な個別指導計画を作成しています。 

 

【43】 Ⅲ-２-（2）-②  定期的に指導計画の評価・見直しを行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●現行年度の「全体的な計画」については、2 月頃より、クラスごとに職員同士で評価、反省の振り返りを実施し、

園長はその報告を受けると共に、フィードバックを行います。3 月に新年度の職員体制が決定した段階で、新担当

者ごとに、現行年度の振り返りを基に、新年度版への追加、削除、修正内容を検討します。園長は、検討結果の報

告を受けてフィードバックを行った上で、新年度の「全体的な計画」を決定しています。決定した計画は、リーダ

ー会議、クラス会議に下ろし、職員が話し合いの基、共通理解を持てるようにしています。 

 

（3）福祉サービス実施の記録が適切に行われている 

【44】 Ⅲ-２-（3）-①  子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有

化されている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、業務日誌、保育日誌、安全点検チェックリスト（部屋ごとに記入）、引き継ぎノート等、日々記録する

多数の書類がありますが、記入例や市販の参考書を文献として職員に示すことにより、全職員が統一された形式

で記入できるように配慮しています。特に、引き継ぎノートについては、書くべき項目が瞬時に理解できる様式を

用いています。また、引き継ぎはノートに加えて口頭でも行うようにし、お迎えに来た保護者に対して、その日の

子どもの様子を正しく伝えられるように努めています。 
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【45】 Ⅲ-２-（3）-②  子どもに関する記録の管理体制が確立している 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、運営規程の中に「秘密の保持」と題する一条を設け、業務上知り得た子どもの秘密を保持すべきこと

を定めています。また、「個人情報保護方針」を策定し、個人情報の取扱いに関する方針を定めています。方針

は、「ご利用案内（重要事項説明）」にも全文を掲載しています。運営規程、方針に基づき、職員は、入社時に守

秘義務の誓約書に署名押印しています。個人情報の含まれる文書については、事務室の鍵のかかる倉庫で保管

し、鍵は園長が管理しています。日々、扱う子どもの連絡ノートは「おたよりケース」に必ず収納し、職員以外

の目に触れることの無いよう、注意を払っています。 

 

内容評価 A－１ 保育内容 

 

A－1－（１） 全体的な計画の作成 

【A1】 A-1-（1）-①   

保育所の理念、保育の方針や目標に基づき、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に

応じて全体的な計画を作成している 

評価結果 A 

評価の理由 

●「全体的な計画」には、冒頭部分で保育理念（事業運営方針）、保育方針を記して、計画がそれらに基くもの

であることを表明し、また、児童福祉法に基づいて保育を行うことも謳っています。 さらに、子どもの発達過

程を踏まえること、家庭的でゆっくりとくつろげる環境を整えることも明記しています。「全体的な計画」は、

年度末の 2 月頃より、職員間で現行年度版の評価、反省を行い、3 月に新年度の職員体制が固まった段階で、そ

れを基に新年度版の草案を作成します。園長の承認後、新年度の「全体的な計画」として正式に確定されます。 

 

A－1－（２） 環境を通して行う保育、養護と教育の一体的展開 

【A2】 A-1-（2）-①   

生活にふさわしい場として、子どもが心地よく過ごすことのできる環境を整備している 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育室には、エアコン、24 時間換気装置、扇風機、空気清浄機、加湿器、床暖房（0 歳児室のみ）を設置し、

子どもが心地よく過ごせるよう温度、湿度をこまめに調整しています。午睡用の布団は、園で用意し、シーツ、

肌掛けを保護者持参としています。午睡中は、クラシック音楽を流して、落ち着いた雰囲気で眠れるように環境

を整えています。保育室内には、コーナーを設け、職員の手作り玩具(人形、ボール落とし等)を配置し、気分転

換を図れるように工夫しています。トイレでは、サンダルを用意し、また、サンダルを並べる位置もテープで示

す等、清潔の維持に努めています。 
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【A3】 A-1-（2）-②   

一人ひとりの子どもを受容し、子どもの状態に応じた保育を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、「子どもをひとりの人として関わるために」と題する、職員用自己チェックシートを策定しています。

このシートでは、「子どもの発言や行動を否定していませんか？」、「『ちょっと待って！』と、忙しさを理由に

子どもの話に耳を傾けることを忘れていませんか？」等、20 項目の問いかけと、項目ごとに、本来あるべき関わ

り方を説いています。さらに、保育の基本として、子どもが安心して自分の思いを表明できること、そして、保育

士はその思いを汲み取り、受け止めることを説いています。保育士には、週に一度はこのシートを通して自己確認

を行うよう伝えています。また、年度末には一人ひとりの引継ぎを丁寧に行い、子どもたちが安心して進級できる

よう支援しています。 

 

【A4】 A-1-（2）-③   

子どもが基本的な生活習慣を身に付けることができる環境の整備、援助を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●一人ひとりの子どもの成長・発達に合わせて、生活に必要な基本的生活習慣を身に付けられるよう援助してい

ます。食事の際、乳児の場合はまずは見守り、自ら食べようとする思いを受け止め、幼児の場合も同様に「自分

でやりたい」という主体性を尊重して保育にあたっています。その他の生活習慣においても、子どもたちが理解

できるよう、手順を絵に書いて貼り出す、次にするべきことを予め伝えておく等、年齢や発達状況に合わせた伝

達手法を用い、子どもの自発的な行動を促しています。 

 

【A5】 A-1-（2）-④   

子どもが主体的に活動できる環境を整備し、子どもの生活と遊びを豊かにする保育を展開

している 

評価結果 A 

評価の理由 

●子どもが主体的にそれぞれの遊びに集中できるよう、コーナー遊びができる環境を整え、保育士は見守りなが

ら必要に応じて援助し、遊具も各年齢に応じた物を用意しています。園には、砂場付きの園庭があり、日々、戸外

での遊びをしっかりと保育に取り入れています。これに加えて、天気の良い日には、近隣の早渕かなりあ公園、早

渕公園に散歩に出かけ、また、系列園保有の園バスを使って大塚・歳勝土遺跡公園に出かけることもあります。散

歩やバス乗車にあたっては、事前にあいさつ、ルール、マナーを子どもたちに教えています。公園には、異年齢児

との組み合わせで出かけることもあり、乳児は、幼児に憧れ、幼児は、乳児への思いやりの気持ちを持てる等、豊

かな人間関係が育まれる機会となっています。 
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【A6】 A-1-（2）-⑤   

乳児保育（０歳児）において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、

保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●0 歳児の部屋は、床暖房の入ったフローリング床としています。畳のコーナーも設けていますが、段差は無い

ため、ハイハイでもスムーズに動くことができます。0 歳児 6 人に対して、看護師を含む 3 人の職員で保育を行

い、しっかりと愛着関係が保てるように心がけています。ボールプールでのボール遊び、トンネルおもちゃ、絵

本の読み聞かせ、手作り玩具等、様々な遊具・用具を用いて、子どもの興味と関心を引き出す工夫をしていま

す。 

 

【A7】 A-1-（2）-⑥   

3 歳未満児（1・2 歳児）の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環

境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●1～2 歳児が自発的な行動を取れるよう、保育士は、①小さいことでも褒めて、「やってみよう」という気持ち

を引き出す、②音楽を流して、音楽に合わせて行動できるようにする、③手順を絵に描いて、絵を見て取り組め

るようにする、等の工夫を取り入れています。友だちとのトラブルでは、まず双方の気持ちを聞いて、代弁して

受け止めると共に、保育士が仲立ちとなって諭し、理解を促す等の工夫をしています。また、延長保育、土曜保

育等で様々な年齢の子どもたちとの交流を持つ機会を設けています。 

 

【A8】 A-1-（2）-⑦   

3 歳以上児の保育において、養護と教育が一体的に展開されるよう適切な環境を整備し、

保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●3 歳～5 歳児については、自然物や廃材を使った遊びの環境を整えています。また、合同活動を中心とした保育

を展開し、音楽活動、スポーツ、英語学習のいずれにおいても、音楽や体の動きを取り入れて、楽しみながら取り

組めるように心がけています。同時に、みんなで一緒に行う楽しさや、目標に向かって共に協力することの大切さ

も子どもたちは学んでいます。日々の活動の成果は、スポーツ大会やクリスマス会で、保護者に披露し、共に子ど

もたちの成長を分かち合う機会としています。小学校との連携では、情報交換の場を設け、保育所児童保育要録を

提出して、就学がスムーズに行われるよう配慮しています。 
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【A9】 A-1-（2）-⑧   

障害のある子どもが安心して生活ができる環境を整備し、保育の内容や方法に配慮してい

る 

評価結果 A 

評価の理由 

●園舎は 2 階建てですが、エレベーターを備えており、階ごとのフロアはバリアフリーになっています。また、

1 階には、オストメイト対応トイレを設置しています。入園説明会での個別面談で、保護者から障害について相

談を受けた際は、改めて個別面談を行い、看護師も交えて、子どもの状況を把握するように努めています。看護

師は、嘱託医の助言も踏まえて、職員会議で子どもの状況を説明し、全職員が共有できるようにしています。こ

の後に、関係機関と連携を図りながら、担任保育士が個別指導計画を作成しています。必要に応じて、保護者会

の場で、障害のある子どもの保育について説明し、理解を得るよう努めています。 

 

【A10】 A-1-（2）-⑨   

長時間にわたる保育のための環境を整備し、保育の内容や方法に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●園の保育時間は、午前 7 時 30 分から午後 8 時までですが、ほぼ全ての時間を園で過ごす子どももおり、長時間

でもゆったりと寛げ、気分転換もできるよう配慮しています。例えば、合同保育の時間帯には、①一人になって落

ち着けるコーナーを用意する、②部屋をパーテーションで区切り、コーナーごとに異なる遊びができるようにす

る、③マットを置き、ゴロゴロできるスペースを用意する、等の工夫をしています。降園の時間によって、補食や

夕食も提供し、遅番職員へは伝言メモ等を用いて引継ぎをし、保護者への伝達漏れが無いよう連携を図っていま

す。年間計画・月間計画の中に「長時間にわたる保育計画」を記載し、この計画を基に様々な配慮が成されていま

す。 

 

【A11】 A-1-（2）-⑩   

小学校との連携、就学を見通した計画に基づく、保育の内容や方法、保護者との関わり

に配慮している 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、5 歳児の小学校訪問を行っています。小学校では、①教室の中に入って様子を見る、②ランドセルの

使い方を教えてもらう、③体育館で小学生と一緒に遊ぶ、等の活動を通して、園児が小学校について知り、また

親しみや憧れを持てる機会を設けています。また、就学を見据えて、①1月頃から午睡を徐々に無くしていく、

②給食の量を自分で調節する、③雑巾がけを行う、等の取り組みを行っています。保育士も、幼保小の集まりに

参加して、意見交換や情報収集を行い、保育所児童保育要録を作成して就学先の小学校へ提出しています。 
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A－1－（3） 健康管理 

【A12】 A-1-（3）-①   

子どもの健康管理を適切に行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●感染症、食物アレルギー、衛生管理、SIDS、嘔吐物処理等について、個別対応マニュアルを策定しています。

病気、ケガ等が発生した際は、保育士は、まず看護師と園長に報告し、園長は、看護師の意見を聞いて、受診が必

要と判断した場合は、保護者の同意を得た上で子どもを受診させています。SIDS については、0 歳児は 5 分ごと

に、1～2 歳児は 10 分ごとにブレスチェックを行い、また、保護者に対しては「ご利用案内（重要事項説明）」で、

うつぶせ寝を避ける等、家庭で注意してほしい事柄を明記しています。 

 

【A13】 A-1-（3）-②   

健康診断・歯科健診の結果を保育に反映している 

評価結果 B 

評価の理由 

●保健計画を基に、定期健康診断（全年齢。年 2 回）、歯科検診（全年齢。年 2 回）、視聴覚検診（3 歳児。年 1 回）、

尿検査（3 歳～5 歳。年 1 回）、身体測定（全年齢。毎月 1 回）を行っています。検診結果は、「児童健康記録」と

「歯科検診記録」に記入し、歯科検診については、医師作成の様式で保護者へ伝えています。健康診断について

は、医師からの指摘事項があった場合のみ保護者へ伝達しています。 

 

【A14】 A-1-（3）-③   

アレルギー疾患、慢性疾患等のある子どもについて、医師からの指示を受け適切な対応

を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●「食物アレルギー対応について」と題するマニュアルを策定しており、そこで、①対応の原則、②職員の役

割、③除去食の内容、④対応の流れ、⑤保護者と確認する事項、⑥給食の対応手順、⑦緊急時の対応等、細かく

定めています。これに基づき、配膳台、食事用の机・椅子、食器、トレーに個人名シールを貼る、子どもの名前

と禁止食材を記した一覧表を調理室・事務室に掲示する、等の対策を講じています。また、全ての保護者に対し

て、カバンやポケットに食べ物を入れない、登園途中に食べることはしない、等のお願いをし、誤食防止に努め

ています。また、アレルギー疾患のある子どもには、医師の診断書と共に「生活指導管理表」を年に１～２回提

出するよう保護者に依頼しています。 
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A－1－（4） 食事 

【A15】 A-1-（4）-①   

食事を楽しむことができるよう工夫をしている 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育室では、遊ぶスペースと食事をするスペースを分離し、食事に専念できる環境を用意しています。食器

は、0 歳、1 歳はメラミン製で、2 歳からは陶器製とし、フォークは 2 歳頃から、箸は 3 歳頃から使用していま

す。園では、毎年度、「食育計画」を策定し、年齢別に実施内容を細かく企画しています。例えば、①野菜の栽

培、②ランチョンマットの製作、③お店屋さんごっこ等、年齢に応じた取り組みにより、食への関心が高まるよ

うにしています。保護者に対しては、試食会を開催し、保護者会で栄養士の講話を行う等の取り組みをしていま

す。また、日々の給食の写真を、玄関壁面に設置しているモニターに映し出しているため、保護者はお迎え時に

献立を確認することができます。 

 

【A16】 A-1-（4）-②   

子どもがおいしく安心して食べることのできる食事を提供している 

評価結果 A 

評価の理由 

●献立は、系列保育園の栄養士が集まって検討し、各園ともほぼ同じ内容の献立を提供しています。食材は、園

ごとに発注し、地元の野菜を使うこと、品質の良い食材を選ぶことを心がけています。献立では、七夕、クリス

マス、節分等、季節や行事に合わせた料理や、お誕生日メニュー等、楽しく食べられる工夫をしています。この

ため、残食はほとんど出ない状況です。園内では「衛生管理マニュアル」に基づき、調理室の清掃や冷蔵庫の温

度管理、給食職員の健康状態の把握等、徹底した管理が成されています。 

 

内容評価 A－２ 子育て支援 

 

A－2－（１） 家庭と緊密な連携 

【A17】 A-2-（1）-①   

子どもの生活を充実させるために、家庭との連携を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、①園だより、保健だより、給食だより、献立表等の紙媒体によるお知らせ、②本日の出来事等のドキュ

メンテーション掲示、③本日の給食写真の提示(モニター)、④連絡ノート（全年齢）を使った個別のやり取り、⑤

ICT システム（コドモン）を用いたメール配信等、様々な手段により、園からのお知らせ、保育の内容や子どもの

様子を保護者に伝えています。同時に、連絡ノート、送迎時のやり取り、保護者会（年 2 回）、個人面談等を通し

て、保護者からの意見・要望等を把握しています。「ご利用案内（重要事項説明）」では、こうした園と保護者との

情報交換について、手段ごとに内容を詳しく説明しています。 
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【A18】 A-2-（2）-①   

保護者が安心して子育てができるよう支援を行っている 

評価結果 A 

評価の理由 

●保育士は、日々のお迎え時に、保護者に向けて今日一日の子どもの様子を伝えると共に、子どものことや、園の

保育について、「何か気になることは無いですか？」と常に確認するようにしています。園では、個人面談を開催

していますが、これ以外にも、年間を通じて、いつでも担任や園長等と面談できることを「ご利用案内（重要事項

説明）」、保護者会等で周知しています。相談内容については、記録を取ると共に、全職員で共有できるようにし

ています。 

 

【A19】 A-2-（2）-②   

家庭での虐待等権利侵害の疑いのある子どもの早期発見・早期対応及び虐待の予防に努

めている 

評価結果 A 

評価の理由 

●園では、運営規程の中に、「虐待防止のための措置」と題する一条を設け、①防止体制の整備、②職員による虐

待の禁止、③職員研修の実施等を定めています。これに基づき、さらに詳しく定めた「虐待対応マニュアル」を策

定しています。そこでは、虐待の早期発見のために、子どもに関しては 19 項目、保護者に関しては 14 項目の「発

見ポイント」を掲載しています。実際に発見された場合は、園長が確認した上で、横浜市都筑福祉保健センター及

び横浜市北部児童相談所に通告することを当該機関と確認しています。職員は外部研修に参加し、虐待等権利侵

害についての知識を得、スキルアップを図っています。 

 

内容評価 A－３ 保育の質の向上 

 

A－3－（１） 保育実践の振り返り（保育士等の自己評価） 

【A20】 A-3-（1）-①   

保育士等が主体的に保育実践の振り返り（自己評価）を行い、保育実践の改善や専門性

の向上に努めている 

評価結果 A 

評価の理由 

●「保育士の自己評価」と題するチェックシートを作成しており、保育士は、毎年度末に、合計 211 の項目につ

いて、達成状況を ABC の三段階で自己評価しています。園長は、この自己評価結果と、目標や振り返りを記入す

る「職員面談シート」を基に保育士と面談を行い、フィードバックをしています。さらに、職員ごとの自己評価結

果を集計・分析して、園としての自己評価としてまとめ、これをリーダー会議、クラス会議に下ろすことにより、

改めて職員は話し合いの場を持ち、園全体で保育の質が上がるように取り組んでいます。 
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令和 2 年度 福祉サービス第三者評価 利用者本人調査結果 

 

キッズフォレ東山田 

調査日程 令和 3 年 1 月 28 日・29 日 

保育観察 保育園に調査者 2 名で訪問し、子どもたちの生活・保育観察を行う計画でしたが、コロナ禍の最中で

あり、従来のように園児への会話、保育室等を自由に観察することは控え、時間を限定して生活観察

を実施させていただきました。子どもの様子は廊下からの観察に留めました。時間内でのそれぞれの

特徴を捉えて記しています。 

 

■子どもの生活の様子 

 

【0 歳児】（もも組） 

●0 歳児は、午後 4 時前に観察をさせていただきました。0 歳児の保育室は園舎 1 階の奥にあり、南向きの保育室は採光を十分

取り入れ、自然光がたっぷり注がれています。6 人の子どもに対し、3 人の保育士が保育に当たっています。おやつが終わった

後でもあり、子どもたちはゆっくりと過ごしており、表情は穏やかです。窓際の畳コーナーでハイハイをする子どもや、保育士

に抱っこされて安心した表情を見せている子ども、笑顔を見せている子ども等、6 人 6 様の過ごし方でゆったりと過ごしていま

した。 

 

●翌調査日の午前中、0 歳児のおやつの時間を観察させていただきました。１テーブルに 4 人の子どもが座り、保育士が月齢に

応じて、お茶または牛乳を運び、子ども一人ひとりにビスケットを配ると、小さな手でビスケットを握り、嬉しそうにニコニコ

しながら美味しそうに食べていました。 

 

【1 歳児】（さくらんぼ組） 

●1 歳児の「お帰りの会」を観察させていただきました。1 歳児の園児は 11 名です。保育室に椅子を並べ、9 人の子どもが座り、

両端には子ども 2 人が保育士にそれぞれ抱っこされて座り、「お帰りの会」の始まりを待っています。すると、窓の外には雪が

降っており、子どもたちは「雪だ！雪だ！」と歓声を上げ、目を大きく見開いて指を指しています。「お帰りの会」の始まりは、

保育士のピアノ伴奏による合唱ですが、雪を見た子どもの 1 人が、「『あわてんぼうのサンタクロース』を歌いたい！」と言い出

し、保育士は子どものリクエストに応えてその曲を弾き始めました。これまでにも歌ったことがあるのでしょうか、ほとんどの

子どもたちは大きな声で「～いそいでリンリンリン ならしておくれよカネを～」と楽しそうに表情豊かに歌います。雪を見て

連想する子どもの感性、音楽へのつながりは素晴らしく、保育士も決めていた音楽を子どもの発言に合わせて変更する等、子ど

もの自発性、感性を大切にし、子どもを尊重した保育が行われていました。 

 

●調査 2 日目、1 歳児の「朝の会」を観察させていただきました。２つのテーブルに 5 人、6 人に分かれて子どもたちが座り、

「朝の会」の始まりを待ちます。保育士は、人差し指に指人形をはめて、お話を始めます。子どもたちは指人形に注目します。

「今日の天気は晴れです」、「おはようございます」と明るく元気に子どもたちに挨拶をし、ピアノに合わせて「あさのうた」を

みんなで歌います。この後、一人ひとり子どもの名前を呼び、子どもたちは名前が呼ばれると、手を上げて「はい！」と元気よ

く多くの子どもが返事をします。点呼の後は、朝のおやつが始まります。今日は牛乳とビスケットです。みんな美味しそうにい
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ただきます。おやつの時間終了で、「朝の会」も終わり、子どもたちは保育室の別のスペースに移ってブロック遊びを始め、1

歳児の穏やかな朝の始まりです。 

 

【2 歳児】（りんご組） 

●2 歳児は、「朝の会」が始まる前の時間から観察をいたしました。４つのテーブルに 3～4 人ずつに分かれ、テーブルごとに、

ままごとや、ストロー遊び等をして遊んでいました。フロアではブロック遊びをしている子どもたちもいます。保育士の声かけ

で玩具を片付け出します。「とんとんとんとんひげじいさん」の保育士が弾くピアノの曲が流れ、子どもたちを片付けと整列へ

と導きます。4 つのテーブルごとに、3 人ずつ着席ができました。保育士と一緒に、みんなで挨拶をします。「先生おはよう、み

なさんおはよう」とお互いを見て挨拶をします。その後、一人ひとりの子どもの名前を呼び、呼ばれた子どもは手を上げて元気

よく「はい！」と返事をし、周りの子どもたちは、拍手で応えます。保育士が「○○くん」と呼ぶと、「……」返事がありませ

ん。今日はお休みのようです。すると、お休みの子がいる時は、「チョチョチョングー」の掛け声と共に親指を上に向けます。

今日は 1 名が「チョチョチョングー」でした。点呼が終わると、日にちの確認を行います。手作りの日めくりカレンダーを掲げ、

子どもたちに聞きながら「1 月」、「29 日」、「金曜日」と、日にちをみんなで確認します。次に、今日のお当番の発表です。カレ

ンダーの下部に、今日のお当番の子どもの顔写真を貼り付けます。お当番になった 2 名の子どもが前に出て、「おやつを配って

いいですか？」とみんなに問いかけます。「はい、いいですよ」と、みんなの応答に合わせて保育士が牛乳とビスケットを一人

ひとりに配ります。「みなさん、おやつがありますか？」とお当番さんが聞くと、「はい、あります」、「それではみなさん、いた

だきます」と、全員でおやつを食べ始めました。2 歳児クラスですが、基本的な挨拶が身に付いており、日々の習慣の働きかけ

により、子どもたちはきちんとできていました。 

 

【3 歳児】（ほし組）・【4 歳児】（にじ組）・【5 歳児）】（あおぞら組） 

●3 歳～5 歳児合同の「お帰りの会」を観察させていただきました。イスを 3 列にして横に並べ、最前列が 3 歳で年齢順に着席

します。子どもたちは、お揃いのシャツと半ズボンを着用し、床暖房はありませんが、みんな裸足です。保育士が、「これから

絵本を読みます。この本がお家にある子もいると思うけど、中身は言わないでね」と言ってから読み始めました。「ふまんがあ

ります」（ヨシタケシンスケ著）というユーモア絵本をみんなに見せ、絵本を読みつつ、様々に子どもたちに問いかけながら進

めます。「大人はどうして夜遅くまで起きているのかな？」と保育士が読むと、子どもたちからすぐ応答があります。「大人は仕

事をしているから！」と、自分たちで考えた答えが次々に出ます。保育士は「そうだね～」と応えながら、順番に本を読み進め

ていきます。「どうして大人はウインナーを 2 本も食べていいの？」と問うと、「ずるい！」子どもたちからブーイングの歓声が

挙がりました。「おしまい」の保育士の声で、みんなで拍手し、絵本の読み聞かせが終わりました。「なぜ」を子どもに問いかけ、

「考え」を聞き、考えを広げ、相手の立場になって考えられる機会につながっていくと感じました。絵本の後は、歌と挨拶をし、

当番の子ども 5 名が前に出て、「静かにしてください」、「立ってください」、「おかえりの歌を歌いましょう」と言い、みんなで

「おかえりのうた」を歌います。歌が終わると、当番の子どもからメッセージがありました。「おかえりのご挨拶、ご一緒に」、

「さようなら」と挨拶をきちんと行い、「座ってください」、「明日の当番は○○君です、△△ちゃんです」等、一人ずつ名前を

告げ、保育士が明日の当番の子どもの顔写真をボードに貼り付けます。今日の「お当番さん、ありがとう」、お当番さんは「ど

ういたしまして」と挨拶を交わし、当番の仕事を終えます。「お帰りの会」の後は、子どもたちはコーナーごとにそれぞれの遊

びをしながら保護者のお迎えを待ちます。キッズフォレ東山田の子どもたちはきちんと躾が行き届き、ルールを覚え、異年齢で

行う会ならではの良さが「お帰りの会」にありました。 



事業者コメント 

 

施設名：キッズフォレ東山田 

施設長：岡本 悦子 

 

 

＜評価に取り組んだ感想＞ 

    

全職員で第三者評価に向けての取り組みを行うことにより、保育の現場に、新しい視点と気付きを持つ

ことが出来ました。保育理念、方針、目標に対して、その思いに添った保育を実践できていたか、気付き

や反省が書類上だけになっていなかったか等、考える良い機会となりました。また、運営や保育環境を含

む施設面に関しても、本部との連携や、自分自身が何をすべきことなのか課題も見えてきました。 

 

評価で頂いた結果をどのように反映させていくか、実施後の職員の維持向上に向けて、どのように取り

組んでいくか等、保育園機能と保育者の専門性の向上に向けて、子ども達の幸福を一番に考え、頑張って

いきたいと思います。 

 

たくさんの気付きと学びをありがとうございました。 

 

 

 

＜評価後取り組んだ事として＞ 

 

１．ボランティアの受け入れ、実習生の受け入れに関して、来年度の計画に明記し、マニュアルの整備を

行っていこうと考えています。地域との交流の中で、園庭開放等も視野に入れてはいますが、新型コ

ロナウイルス感染症の影響もある為、様子を見ながら行っていきたいと思います。 

 

２．今年度はふれあい広場の開催がなかった為、子育て相談の機会も作れませんでしたが、今後はそうい

う場も利用しながら、広報活動も広く行っていけたらと思います。 


